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(57)【要約】
【課題】回転するスポイラでマグナス効果を発生し、走
行中の車両を安定させる車両用空力制御装置を提供する
。
【解決手段】円柱形状のロータ１２は軸１２Ｃを中心と
して矢印２０のように回転可能に支持されている。車体
１０には複数のロータ１２が設けられ、走行中はロータ
１２には車体前方より走行風２２が吹き付けている。ロ
ータ１２が矢印２０のように回転していると、その表面
では上下に別れた走行風２２はそれぞれ車体上方では走
行風２２Ａ、車体下方では走行風２２Ｂのようにロータ
１２の上下を通過する。ロータ１２の回転（矢印２０）
が風向と逆であるため、走行風２２Ａは流速が低下する
。走行風２２Ｂはロータ１２の表面が風向と同方向に回
転移動するため、流速が高くなる。ロータ１２の車体上
側では気圧が高く、車体下側では気圧が低くなるため各
々のロータ１２に対してダウンフォース２４が発生し、
車体１０全体を車体下側に押し付ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
車幅方向を軸方向として配置され、軸線回りに回転可能に支持された円柱形状のスポイラ
と、
　前記スポイラ内に、半径方向に移動可能に収容されると共に、対称形に複数個配置され
、自重により径方向一方側に突出可能に支持された突出部と、を備えたことを特徴とする
車両用空力制御装置。
【請求項２】
車幅方向を軸方向として配置され、軸線回りに回転可能に支持された左右一対の円柱形状
のスポイラまたは、車幅方向に延設された複数の回転軸に巻き掛けられた左右一対の無端
ベルト形状のスポイラと、
　前記左右一対の円柱形状のスポイラまたは前記左右一対の無端ベルト形状のスポイラに
それぞれ設けられ、各々独立して回転駆動させる回転手段と、
　操舵角を検知し、前記回転手段を制御する制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は操舵角に基づいて操舵方向側の前記円柱形状のスポイラまたは前記無端
ベルト形状のスポイラがダウンフォースを発生させるように回転駆動され、操舵方向反対
側の前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラは停止または逆回転さ
せることを特徴とする車両用空力制御装置。
【請求項３】
車幅方向を軸方向として配置され、軸線回りに回転可能に支持された円柱形状のスポイラ
または、車幅方向に延設された複数の回転軸に巻き掛けられた無端ベルト形状のスポイラ
と、
　前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを回転駆動させる回転手
段と、
　制動操作を検知し、前記回転手段を制御する制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は制動操作に基づいてダウンフォースを発生させるように前記円柱形状の
スポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを駆動することを特徴とする車両用空力制
御装置。
【請求項４】
少なくとも車体前後に一対設けられ、車幅方向を軸方向として配置され、軸線回りに回転
可能に支持された円柱形状のスポイラまたは、車幅方向に延設された複数の回転軸に巻き
掛けられた無端ベルト形状のスポイラと、
　前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを回転駆動させる回転手
段と、
　車体のピッチングを検知し、前記回転手段を制御する制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は車体が前下がりの時には車体後方でダウンフォースを発生させるように
車体後方の前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを駆動し、
　車体が前上がりの時には車体前方でダウンフォースを発生させるように車体前方の前記
円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを駆動することを特徴とする車
両用空力制御装置。
【請求項５】
少なくとも車幅方向に一対設けられ、車体上下方向を軸方向として配置され、軸線回りに
回転可能に支持された円柱形状のスポイラまたは、車体上下方向に延設された複数の回転
軸に巻き掛けられた無端ベルト形状のスポイラと、
　前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを回転駆動させる回転手
段と、
　前記回転手段を制御する制御手段と、
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　操舵角度を検知し、前記制御手段に伝達する舵角センサと、
　車体前後端の横Ｇを検知し、前記制御手段に伝達する少なくとも前後一対の横Ｇセンサ
と、を備え、
　前記制御手段は旋回中に前記舵角センサおよび前記横Ｇセンサからの情報に基づきオー
バーステアあるいはアンダーステアを検知すると、オーバーステア時には車体前方をアウ
ト側へ、車体後方をイン側へ付勢するモーメントを発生させ、アンダーステア時には車体
前方をイン側へ、車体後方をアウト側へ付勢するモーメントを発生させるように前記回転
手段を制御することを特徴とする車両用空力制御装置。
【請求項６】
少なくとも車幅方向に一対設けられ、車体上下方向を軸方向として配置され、軸線回りに
回転可能に支持された円柱形状のスポイラまたは、車体上下方向に延設された複数の回転
軸に巻き掛けられた無端ベルト形状のスポイラと、
　前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを回転駆動させる回転手
段と、
　前記回転手段を制御する制御手段と、
　路面に対する車体のスリップアングルを検出し、前記制御手段に伝達するスリップアン
グルセンサと、を備え、
　前記制御手段は前記スリップアングルが所定の角度より大きいとき、前記スリップアン
グルを解消するモーメントを発生させるように前記回転手段を制御することを特徴とする
車両用空力制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両用空力制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、円柱状の回転体を回転させることにより、マグナス効果による揚力を発生さ
せる空力装置が存在する（例えば、特許文献１参照）。あるいは回転体を回転させること
により車両の挙動を安定させる荷重配分器が存在する（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開昭６１－５７４９０号公報
【特許文献２】実開平０６－３７８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　移動中の構造物（例えば船舶）に発生する風圧抵抗を、揚力や推進方向の力として利用
するため、上記特許文献１のように構造物の上下方向や左右方向に沿って設けられたロー
ターを回転させる構成が存在するが、ロータの回転には動力源が必要であり、コストおよ
び重量が嵩み、また別途動力源のためエネルギー源が必要となる。
【０００４】
　さらに特許文献２に記載の荷重分配機は旋回中の車両のロールを低減する効果のみであ
り、ピッチング、ノーズダイブ、スクォートの解消や、オーバーステア、アンダーステア
の解消あるいはスリップアングルの低減といった課題を解決することはできない。
【０００５】
　走行中の車両は揚力ではなくダウンフォースを必要とし、且つ旋回中や加速、減速中の
車両は前後左右および上下へのモーメントが発生するため、車両を安定させるにはこれら
のモーメントへの対応が必要となる。
【０００６】
　本発明は上記事実を考慮し、回転するスポイラでマグナス効果を発生し、走行中の車両
を安定させる車両用空力制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　請求項１に記載の本発明における車両用空力制御装置は、車幅方向を軸方向として配置
され、軸線回りに回転可能に支持された円柱形状のスポイラと、前記スポイラ内に、半径
方向に移動可能に収容されると共に、対称形に複数個配置され、自重により径方向一方側
に突出可能に支持された突出部と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　上記構成によれば、自重で径方向に突出する突起部が車体下側にあるときは車体下方向
に自重で突出し、車体上側に来たときは自重でスポイラ内部に収納されるため突起部が走
行風を受けてスポイラを回転させ、モータなどの外部動力なしで回転するスポイラとする
ことができる。
【０００９】
　請求項２に記載の本発明における車両用空力制御装置は、車幅方向を軸方向として配置
され、軸線回りに回転可能に支持された左右一対の円柱形状のスポイラまたは、車幅方向
に延設された複数の回転軸に巻き掛けられた左右一対の無端ベルト形状のスポイラと、前
記左右一対の円柱形状のスポイラまたは前記左右一対の無端ベルト形状のスポイラにそれ
ぞれ設けられ、各々独立して回転駆動させる回転手段と、操舵角を検知し、前記回転手段
を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段は操舵角に基づいて操舵方向側の前記円柱
形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラがダウンフォースを発生させるよう
に回転駆動され、操舵方向反対側の前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状の
スポイラは停止または逆回転させることを特徴とする。
【００１０】
　上記構成によれば、操舵時には操舵角に基づいてイン側のスポイラを駆動し、ダウンフ
ォースを発生させることでイン側のリフトを打ち消し、アウト側のスポイラは駆動しない
か又は逆回転させることでダウンフォースを発生させないか又は揚力を発生させ、アウト
側をリフトさせる。これにより操舵時に発生するコーナリング中の車体のロールを打ち消
し、安定した車体の旋回性能を得ることができる。
【００１１】
　請求項３に記載の本発明における車両用空力制御装置は、車幅方向を軸方向として配置
され、軸線回りに回転可能に支持された円柱形状のスポイラまたは、車幅方向に延設され
た複数の回転軸に巻き掛けられた無端ベルト形状のスポイラと、前記円柱形状のスポイラ
または前記無端ベルト形状のスポイラを回転駆動させる回転手段と、制動操作を検知し、
前記回転手段を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段は制動操作に基づいてダウン
フォースを発生させるように前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイ
ラを駆動することを特徴とする。
【００１２】
　上記構成によれば、制動時には制動操作を検知し、制動操作に基づいてスポイラを駆動
させてダウンフォースを得ることにより、制動時のノーズダイブやブレーキングによるタ
イヤのグリップ限界を緩和し、より強くタイヤをグリップさせることができるので、制動
時の車両の姿勢を安定させることができる。
【００１３】
　請求項４に記載の本発明における車両用空力制御装置は、少なくとも車体前後に一対設
けられ、車幅方向を軸方向として配置され、軸線回りに回転可能に支持された円柱形状の
スポイラまたは、車幅方向に延設された複数の回転軸に巻き掛けられた無端ベルト形状の
スポイラと、前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを回転駆動さ
せる回転手段と、車体のピッチングを検知し、前記回転手段を制御する制御手段と、を備
え、前記制御手段は車体が前下がりの時には車体後方でダウンフォースを発生させるよう
に車体後方の前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを駆動し、車
体が前上がりの時には車体前方でダウンフォースを発生させるように車体前方の前記円柱
形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを駆動することを特徴とする。
【００１４】
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　上記構成によれば、車両のピッチングを検知し、急制動時などノーズダイブが発生した
時には、これを打ち消す方向に車体後方でダウンフォースを発生させて車体前端をリフト
させ、急加速時などスクォートが発生した時には、これを打ち消す方向に車体前方でダウ
ンフォースを発生させて車体後端をリフトさせるように制御することで、車両のピッチン
グを抑制することができる。
【００１５】
　請求項５に記載の本発明における車両用空力制御装置は、少なくとも車幅方向に一対設
けられ、車体上下方向を軸方向として配置され、軸線回りに回転可能に支持された円柱形
状のスポイラまたは、車体上下方向に延設された複数の回転軸に巻き掛けられた無端ベル
ト形状のスポイラと、前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを回
転駆動させる回転手段と、前記回転手段を制御する制御手段と、操舵角度を検知し、前記
制御手段に伝達する舵角センサと、車体前後端の横Ｇを検知し、前記制御手段に伝達する
少なくとも前後一対の横Ｇセンサと、を備え、前記制御手段は旋回中に前記舵角センサお
よび前記横Ｇセンサからの情報に基づきオーバーステアあるいはアンダーステアを検知す
ると、オーバーステア時には車体前方をアウト側へ、車体後方をイン側へ付勢するモーメ
ントを発生させ、アンダーステア時には車体前方をイン側へ、車体後方をアウト側へ付勢
するモーメントを発生させるように前記回転手段を制御することを特徴とする。
【００１６】
　上記構成によれば、旋回中にオーバーステアが発生した際には、これを打ち消す方向に
車体前端をアウト側に、車体後端をイン側に付勢するヨーイングモーメントを発生させ、
アンダーステアが発生した際には、これを打ち消す方向に車体前端をイン側に、車体後端
をアウト側に付勢するヨーイングモーメントを発生させることで、オーバーステアおよび
アンダーステアを抑制することができる。
【００１７】
　請求項６に記載の本発明における車両用空力制御装置は、少なくとも車幅方向に一対設
けられ、車体上下方向を軸方向として配置され、軸線回りに回転可能に支持された円柱形
状のスポイラまたは、車体上下方向に延設された複数の回転軸に巻き掛けられた無端ベル
ト形状のスポイラと、前記円柱形状のスポイラまたは前記無端ベルト形状のスポイラを回
転駆動させる回転手段と、前記回転手段を制御する制御手段と、路面に対する車体のスリ
ップアングルを検出し、前記制御手段に伝達するスリップアングルセンサと、を備え、前
記制御手段は前記スリップアングルが所定の角度より大きいとき、前記スリップアングル
を解消するモーメントを発生させるように前記回転手段を制御することを特徴とする。
【００１８】
　上記構成によれば、前輪の進む方向と車体の進行方向に解離が生じ、いわゆるスリップ
アングルが発生し、スリップアングルが一定の閾値を超えた際にはこれを打ち消す方向に
、前輪の進む方向よりも車体が右へ進行していれば車体前端を右へ付勢し、車体後端を左
へ付勢するヨーイングモーメントを発生させることで、前輪の進む方向と車体の進行方向
の解離を減少させ、スリップアングルを抑制することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る車両用空力制御装置は上記構成としたので、回転するスポイラでマグナス
効果を発生し、走行中の車両を安定させることができるという優れた効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　＜構造の概要＞
【００２１】
　本発明の第１実施形態に係る車両用空力制御装置の詳細を図１および図２に従って説明
する。
【００２２】
　図１には、本発明が適用された第１実施形態に係る車両用空力制御装置が示されている
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。なお各図において、図中矢印ＦＲは車体前方方向を、矢印ＲＥは車体後方方向を、矢印
ＵＰは車体上側方向を、矢印ＩＮは車体内側方向を、矢印ＯＵＴは車体外側方向を示す。
【００２３】
　図１（Ａ）に示すように、車幅方向に延設された円柱形状のロータ１２は図示しない駆
動手段によって軸１２Ｃを中心として矢印２０のように回転可能に支持されている。図１
（Ｂ）に示すように車体１０には複数のロータ１２が設けられ、それぞれ矢印２０の方向
に回転可能とされている。
【００２４】
　図２に示すようにロータ１２の内部に設けられた空隙１８には、一対の突起１４がロー
タ１２の径中心に対して対称となるように一対設けられている。一対の突起１４はロータ
１２の径方向中心部分において、互いに連結手段１６で連結され、一方の突起１４のみが
ロータ１２の表面から突出可能とされている。
【００２５】
　突起１４は車体下側に位置するときロータ１２から自重で車体下側に突出し、ロータ１
２が回転して車体上側に移動すると自重でロータ１２内部の空隙１８へ収容される。
【００２６】
　またロータ１２の外周面は平滑な面に限定されず、微細な穴などの凸凹や歯車状の凹凸
、あるいは整流効果のある溝やフィンなどが設けられていてもよい。
【００２７】
　＜作用効果＞
　次に本発明の第１実施形態の作用および効果について説明する。
【００２８】
　図１（Ａ）に示すように、走行中はロータ１２には車体前方より走行風２２が吹き付け
ている。ロータ１２が矢印２０のように回転していると、その表面では上下に別れた走行
風２２はそれぞれ車体上方では走行風２２Ａ、車体下方では走行風２２Ｂのようにロータ
１２の上下を通過する。
【００２９】
　このとき走行風２２Ａは、ロータ１２の回転（矢印２０）が走行風２２Ａの風向と逆で
あるため、これに伴う表面摩擦によって流速が低下する。逆に走行風２２Ｂは矢印２０の
ようなロータ１２の回転に伴い、ロータ１２の表面が風向と同方向に回転移動するため、
流速が高くなる。
【００３０】
　このためロータ１２の車体上側では気圧が高く、車体下側では気圧が低くなる。これに
よりロータ１２に対しては、車体下側に吸引される方向に力が働く（マグナス効果）。図
１（Ｂ）に示すように車体１０に設けられたロータ１２が矢印２０の方向に回転した場合
は、上記の効果により各々のロータ１２に対して矢印のようにダウンフォース２４が発生
し、車体１０全体を車体下側に押し付ける方向に力が働く。
【００３１】
　これにより車体１０はエアダムやウイングなどの空力的付加物によって発生する空力効
果に加えて、ロータ１２で発生するダウンフォース２４によっても安定して接地性を得る
ことができ、より安定した走行が可能となる。
【００３２】
　また車体１０の車体前方端に設けられたロータ１２の場合は一点鎖線で拡大図を示した
ように、車体１０との間を流れる走行風２２が斜め上前方から斜め下後方に流れるように
すれば、車体前方へのベクトルを含むダウンフォース２４’とすることができ、走行性能
および経済性の改良が期待できる。
【００３３】
　図２に示すようにロータ１２に設けられた一対の突起１４は車体下側に位置するときロ
ータ１２から自重で車体下側に突出して、前方からの走行風２２Ｂを受ける。このためロ
ータ１２は矢印２０の方向へ回転するように力を受ける。
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【００３４】
　さらにロータ１２の回転によって、走行風２２Ｂを受けた突起１４が車体上側に移動す
ると、突起１４は自重でロータ１２内部の空隙１８へ収容される。このため車体上側では
、突起１４は走行風２２Ａを受けることはなく、常にロータ１２の車体下側でのみ突起１
４は走行風２２Ａを受けるので、他に駆動手段を設ずとも走行風２２Ａによって矢印２０
方向に回り続けることができる。
【００３５】
　＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態に係る車両用空力制御装置の詳細を図３に従って説明する。
【００３６】
　図３には、本発明が適用された第１実施形態に係る車両用空力制御装置が示されている
。
【００３７】
　図３（Ｂ）に示すように、車幅方向に延設された円柱形状のロータ１２は図示しない駆
動手段によって回転可能に支持されている点は第１実施形態と同様である。本実施形態に
おいては、ロータ１２は車幅方向中央で左右に２分割され、ロータ１２Ｒとロータ１２Ｌ
としてそれぞれ独立して駆動可能とされている。
【００３８】
　図３（Ｃ）に示すように、前輪１１Ｆに舵角を与えて走行中の車体１０を旋回させる操
舵装置１９には伝達手段２９が設けられ、ロータ１２Ｒとロータ１２Ｌとにそれぞれ制動
をかける制動手段２７Ｒと制動手段２７Ｌとに操舵装置１９から舵角および操舵方向に関
する情報が伝達される。
【００３９】
　制動手段２７と伝達手段２９とは例えばワイヤブレーキや油圧アクチュエータのように
機械的な接続でもよく、あるいは図示しない制御手段を解して伝達手段２９が伝達する舵
角および操舵方向の情報より電磁ブレーキ等を操作する、電気的な接続方法であってもよ
い。この場合の伝達手段２９はポジションセンサ等を使用することができる。
【００４０】
　制動手段２７は、伝達手段２９による操舵装置１９の舵角および操舵方向の情報から、
操舵装置１９が舵を切った方向のロータ１２（右へ操舵すれば車体右側のロータ１２Ｒ）
はそのまま作動させ、他方のロータ１２（右へ操舵すれば車体左側のロータ１２Ｌ）は減
速あるいは停止させるように制御される構成となっている。
【００４１】
　＜作用効果＞
　次に本発明の第２実施形態の作用および効果について説明する。
【００４２】
　図３（Ｂ）に示すように、旋回中の車体１０には旋回する方向に応じて車体１０を左右
に傾かせる、いわゆるロールが発生する。図３（Ｂ）のように右に旋回すれば矢印２５の
ように車体１０をロールさせる力が働き、このロールが大きくなれば走行安定性に影響を
与える虞がある。
【００４３】
　本実施形態においては図３（Ａ）にフローチャートで示すように、操舵装置１９が作動
し、車体１０が旋回を開始すると、旋回方向アウト側の制動手段２７のみが作動し、ロー
タ１２を停止または減速させる。
【００４４】
　図３（Ａ）のフローチャートを参照して本実施例の作用を説明する。まずステップ１０
０では図示しない舵角センサが、車体が操舵状態であるか否かの判定を行う。操舵状態で
あると判定された場合はステップ１０２へ移行する。
【００４５】
　ステップ１０２では、旋回方向が右旋回であるか左旋回であるかを舵角センサからの舵
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角情報に基づいて判定する。結果が左旋回であればステップ１０４へ、右旋回であればス
テップ１０６へ移行する。
【００４６】
　ステップ１０４では、車体が左旋回していると判断され、右側のロータ１２Ｒのみ回転
駆動され、左側のロータ１２Ｌには制動手段２７Ｌが作動することで制動がかかる。
【００４７】
　ステップ１０６では、車体が右旋回していると判断され、左側のロータ１２Ｌのみ回転
駆動され、右側のロータ１２Ｒには制動手段２７Ｒが作動することで制動がかかる。図示
しない舵角センサからの舵角情報が直進を示すまで、ステップ１００に戻って上述の処理
が繰り返される。
【００４８】
　上記のようにしてロータ１２が駆動制御された結果、図３（Ｂ）および図３（Ｃ）に示
すように車体１０が右に旋回すれば旋回方向アウト側、つまり左側の制動手段２７Ｌのみ
が作動し、左側のロータ１２Ｌが停止または減速する。
【００４９】
　これにより左側のロータ１２Ｌではダウンフォースは発生しないか、または効果が弱く
なり、且つ右側のロータ１２Ｒで発生するダウンフォース２４が車体１０に働くため、図
３（Ｂ）に矢印２５で示す車体１０のロールを打ち消す方向にダウンフォース２４を利用
することができる。
【００５０】
　この構成とすることで、図３（Ｂ）に示すように旋回中の車体１０に対してイン側のロ
ータ１２のみを作動させ、車体１０のロールを抑えることで、より安定した旋回を行うこ
とができる。
【００５１】
　＜第３実施形態＞
　本発明の第３実施形態に係る車両用空力制御装置の詳細を図４に従って説明する。
【００５２】
　図４には、本発明が適用された第３実施形態に係る車両用空力制御装置が示されている
。図４（Ｂ）に示すように、車体１０には車幅方向に延設された円柱形状のロータ１２が
車体前後に少なくとも一対設けられている点は第１実施形態と同様である。
【００５３】
　ロータ１２はそれぞれ図示しない駆動手段によって回転軸を中心として矢印２０のよう
に回転可能に支持され、また図示しない制御手段によって回転速度が制御されている。車
体１０には図示しないブレーキ（制動手段）が設けられ、ブレーキ作動の有無はデータと
して図示しない制御手段に送られる。
【００５４】
　＜作用効果＞
　次に本発明の第３実施形態の作用および効果について説明する。
【００５５】
　図４（Ａ）にフローチャートで示すように、図示しないブレーキが作動すると図示しな
いブレーキセンサにより検知された制動操作が制御手段にデータとして送られ、図示しな
い駆動手段を制御してロータ１２の回転速度を増加させる。
【００５６】
　図４（Ａ）のフローチャートを参照して本実施例の作用を説明する。まずステップ２０
０では図示しないブレーキセンサが、車体が制動状態であるか否かの判定を行う。制動状
態であると判定された場合はステップ２０２へ移行する。
【００５７】
　ステップ２０２では、図示しない制御手段に対して回転数を増加させる命令を発する。
これによりロータ１２の回転数が増加し、ステップ２０４に移行する。
【００５８】
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　ステップ２０４では、ロータ１２の回転数が増加したことによりダウンフォース２４が
増加し、車体１０のリフトを抑制する。図示しないブレーキセンサからの情報がブレーキ
開放を示すまで、ステップ２００に戻って上述の処理が繰り返される。
【００５９】
　この構成とすることで、図４（Ｂ）に示すように車体前後に設けられたロータ１２がよ
り高速で回転し、発生するダウンフォース２４も増加する。これにより制動中の車体１０
を車体下方により強く押し付けられ、より安定した制動を行うことができる。
【００６０】
　＜第４実施形態＞
　本発明の第４実施形態に係る車両用空力制御装置の詳細を図５に従って説明する。
【００６１】
　図５には、本発明が適用された第４実施形態に係る車両用空力制御装置が示されている
。図５（Ｂ）、図５（Ｃ）に示すように、車体１０には車幅方向に延設された円柱形状の
ロータ１２が車体前後に少なくとも一対設けられている点は第１実施形態と同様である。
【００６２】
　ロータ１２はそれぞれ図示しない駆動手段によって回転軸を中心として矢印２０のよう
に回転可能に支持され、また図示しない制御手段によって回転速度および回転方向が制御
されている。車体１０の車体前後端近傍には図示しない車高センサが設けられ、車体前後
の車高に差があるか否か、あればその差がデータとして図示しない制御手段に送られる。
【００６３】
　＜作用効果＞
　次に本発明の第４実施形態の作用および効果について説明する。
【００６４】
　図５（Ａ）にフローチャートで示すように、図示しない車高センサが車体前後で車高に
差を検知した場合、図示しない制御手段にデータとして送られ、図示しない駆動手段を制
御して車体前後に設けられたロータ１２の回転速度をそれぞれ増加あるいは減少、または
逆回転させる。
【００６５】
　図５（Ａ）のフローチャートを参照して本実施例の作用を説明する。まずステップ３０
０では図示しない車高センサが、車体がピッチングを起こしている状態であるか否かの判
定を行う。ピッチングを起こしている状態であると判定された場合はステップ３０２へ移
行する。
【００６６】
　ステップ３０２では、図示しない車高センサが車体１０の前が高い、スクォート状態で
あるか否かを判定する。スクォート状態であると判定された場合はステップ３０４へ、逆
にノーズダイブ状態であると判定された場合はステップ３０６へ移行する。
【００６７】
　ステップ３０４では、図５（Ｂ）に示すように、車体前方のロータ１２Ｆの回転数を増
加させ、車体後方のロータ１２Ｒを矢印２１のように逆回転させる。ロータ１２Ｆの回転
数を増加したことにより車体前方ではダウンフォース２４が増加し、またロータ１２Ｒが
逆回転することにより車体後方では揚力２６が発生する。これにより車体１０のスクォー
トを抑制する。
【００６８】
　ステップ３０６では、図５（Ｃ）に示すように、車体後方のロータ１２Ｒの回転数を増
加させ、車体前方のロータ１２Ｆを矢印２１のように逆回転させる。ロータ１２Ｒの回転
数を増加したことにより車体後方ではダウンフォース２４が増加し、またロータ１２Ｆが
逆回転することにより車体前方では揚力２６が発生する。これにより車体１０のノーズダ
イブを抑制する。図示しない車高センサからの情報が車体前後で車高に差なしを示すまで
、ステップ３００に戻って上述の処理が繰り返される。
【００６９】
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　この構成とすることで、図５（Ｂ）、図５（Ｃ）に示すように車体前後に設けられたロ
ータ１２Ｆ、ロータ１２Ｒがそれぞれより高速で回転し、あるいは逆回転することで発生
するダウンフォース２４を増加させ、あるいは揚力２６を発生させる。
【００７０】
　これにより上記のスクォート、ノーズダイブ状態に加えて車体１０の前後が上下方向に
振れる、いわゆるピッチングを解消する方向にダウンフォース２４と揚力２６を発生させ
ることができるので、より安定した走行を行うことができる。
【００７１】
　＜第５実施形態＞
　本発明の第５実施形態に係る車両用空力制御装置の詳細を図６および図７に従って説明
する。図６および図７には、本発明が適用された第５実施形態に係る車両用空力制御装置
が示されている。
【００７２】
　図６（Ｂ）、図７（Ｂ）に示すように、車体１０には車体上下方向に延設された円柱形
状のロータ１１２が少なくとも車体前または後端近傍において車幅方向両端に一対、より
望ましくは車体前後端近傍に一対づつ設けられている。
【００７３】
　ロータ１１２はそれぞれ図示しない駆動手段によって回転軸を中心として矢印３０また
は矢印３２のように回転可能に支持され、また図示しない制御手段によって回転速度およ
び回転方向が制御されている。車体１０には図示しない舵角センサ、および車体前後端に
おける左右方向の加速度を検知する加速度センサが設けられ、運転者が操舵した際の舵角
、および車体１０の前後端における左右方向のモーメントを検知し、データとして図示し
ない制御手段に送る。
【００７４】
　＜作用効果＞
　次に本発明の第５実施形態の作用および効果について説明する。
【００７５】
　図６（Ａ）にフローチャートで示すように、旋回中の車体１０において図示しない舵角
センサが検出した前輪１１Ｆの方向（＝進みたい方向ＦＲ１）に対して、図示しない加速
度センサが車体後端が矢印５０のようにアウト側へ滑り始め、車体１０が方向ＦＲ２へ向
かう、いわゆるオーバーステアの状態であると制御手段が判断した場合、ロータ１１２を
それぞれ動作させ、オーバーステア状態のモーメントを打ち消す方向（矢印６０）に車体
前後端にモーメントを発生させる。
【００７６】
　図６（Ａ）のフローチャートを参照して本実施例の作用を説明する。まずステップ４０
０では図示しない舵角センサおよび加速度センサが、車体がオーバーステアであるか否か
の判定を行う。オーバーステアであると判定された場合はステップ４０２へ移行する。
【００７７】
　ステップ４０２では、図６（Ｂ）に示すように、図示しない制御手段が車体前方のロー
タ１１２ＦＲおよびロータ１１２ＦＬは矢印３０方向に回転させるように、また車体後端
のロータ１１２ＲＲおよびロータ１１２ＲＬは矢印３２方向に回転させるように図示しな
い回転手段に指示を出し、ステップ４０４に移行する。
【００７８】
　ステップ４０４では、車体前方のロータ１１２ＦＲおよびロータ１１２ＦＬが矢印３０
方向に回転することにより矢印４０のように車体前端をアウト側へ向けるモーメントを発
生させ、車体後端のロータ１１２ＲＲおよびロータ１１２ＲＬは矢印３２方向に回転する
ことにより、矢印４２のように車体後端をイン側へ向けるモーメントを発生させる。これ
により車体１０をオーバーステア方向に回転させようとするモーメントを打ち消し、（矢
印６０）安定した旋回を行うことができる。
【００７９】
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　図示しない舵角センサおよび加速度センサからの情報が、オーバーステア状態の解消を
示すまで、ステップ４００に戻って上述の処理が繰り返される。
【００８０】
　図７（Ａ）のフローチャートを参照して本実施例の作用を説明する。まずステップ５０
０では図示しない舵角センサおよび加速度センサが、車体がアンダーステアであるか否か
の判定を行う。アンダーステアであると判定された場合はステップ５０２へ移行する。
【００８１】
　ステップ５０２では、図７（Ｂ）に示すように、図示しない制御手段が車体前方のロー
タ１１２ＦＲおよびロータ１１２ＦＬは矢印３２方向に回転させるように、また車体後端
のロータ１１２ＲＲおよびロータ１１２ＲＬは矢印３０方向に回転させるように図示しな
い回転手段に指示を出し、ステップ５０４に移行する。
【００８２】
　ステップ５０４では、車体前方のロータ１１２ＦＲおよびロータ１１２ＦＬが矢印３２
方向に回転することにより矢印４２のように車体前端をイン側へ向けるモーメントを発生
させ、車体後端のロータ１１２ＲＲおよびロータ１１２ＲＬは矢印３０方向に回転するこ
とにより、矢印４０のように車体後端をアウト側へ向けるモーメントを発生させる。これ
により車体１０をアンダーステア方向に回転させようとするモーメントを打ち消し、（矢
印６２）安定した旋回を行うことができる。
【００８３】
　図示しない舵角センサおよび加速度センサからの情報が、アンダーステア状態の解消を
示すまで、ステップ５００に戻って上述の処理が繰り返される。
【００８４】
　上記の実施形態では車体前後方向に一対づつのロータ１１２が設けられているが、これ
に限定せず車体前端または車体後端に左右一対のみ設けられたロータ１１２を駆動するこ
とにより、車体前端または車体後端でオーバーステアあるいはアンダーステアを解消する
方向にモーメントを発生させる構成とされていてもよい。
【００８５】
　＜第６実施形態＞
　本発明の第６実施形態に係る車両用空力制御装置の詳細を図８に従って説明する。図８
には、本発明が適用された第６実施形態に係る車両用空力制御装置が示されている。
【００８６】
　図８（Ｂ）に示すように、車体１０には車体上下方向に延設された円柱形状のロータ１
１２が少なくとも車体前または後端近傍において車幅方向両端に一対、より望ましくは車
体前後端近傍に一対づつ設けられている点は第５実施形態と同様である。
【００８７】
　ロータ１１２はそれぞれ図示しない駆動手段によって回転軸を中心として矢印３０また
は矢印３２のように回転可能に支持され、また図示しない制御手段によって回転速度およ
び回転方向が制御されている。車体１０には図示しない舵角センサ、車輪速度センサ、加
速度センサ、車体の進行方向を検知するヨーレートセンサなどが設けられ、運転者が操舵
した際の舵角に応じた前輪１１Ｆの方向ＦＲ１と車体１０が実際に進行する方向ＦＲ２と
のなす角度であるスリップアングルθ１を検知し、データとして図示しない制御手段に送
る。
【００８８】
　＜作用効果＞
　次に本発明の第６実施形態の作用および効果について説明する。
【００８９】
　図８（Ａ）にフローチャートで示すように走行中の車体１０において、図示しない各種
センサが検出した前輪１１Ｆの方向（＝進みたい方向ＦＲ１）と車体１０が実際に進行す
る方向ＦＲ２とのなす角度であるスリップアングルθ１が所定の値よりも大きいと図示し
ない制御手段が判断した場合、ロータ１１２を作動させてスリップアングルθ１を縮小さ
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せる。
【００９０】
　図８（Ａ）のフローチャートを参照して本実施例の作用を説明する。まずステップ６０
０では図示しない舵角センサ、加速度センサ、ヨーレートセンサが、図７（Ｂ）に示す車
体のスリップアングルθ１が所定の閾値以上であるか否かの判定を行う。閾値以上である
と判定された場合はステップ６０２へ移行する。
【００９１】
　ステップ６０２では、図７（Ｃ）に示すように、図示しない制御手段が車体前方のロー
タ１２ＦＲおよびロータ１２ＦＬは矢印３０方向に回転させるように、また車体後端のロ
ータ１２ＲＲおよびロータ１２ＲＬは矢印３２方向に回転させるように図示しない回転手
段に指示を出し、ステップ６０４に移行する。
【００９２】
　ステップ６０４では、車体前方のロータ１２ＦＲおよびロータ１２ＦＬが矢印３０方向
に回転することにより矢印４０のように車体前端をＦＲ２側へ向けるモーメントを発生さ
せ、車体後端のロータ１２ＲＲおよびロータ１２ＲＬは矢印３２方向に回転することによ
り、矢印４２のように車体後端をＦＲ２と逆側へ向けるモーメントを発生させる。これに
より車体１０のスリップアングルθ１をθ２のように減少させ、安定した走行を行うこと
ができる。
【００９３】
　図示しない舵角センサ、加速度センサおよびヨーレートセンサからの情報が、スリップ
アングルθ１が所定の閾値以下を示すまで、ステップ６００に戻って上述の処理が繰り返
される。
【００９４】
　上記の処理により車体１０が実際に進行する方向は方向ＦＲ３となり、スリップアング
ルθ１はスリップアングルθ２のように縮小され、前輪１１Ｆの方向（＝進みたい方向Ｆ
Ｒ１）と車体１０が実際に進行する方向ＦＲ３とのズレは小さくなるため、より自然な感
覚で安定した走行を行うことができる。
【００９５】
　＜他の実施形態＞
　本発明の他の実施形態の詳細を図９、図１０、図１１に従って説明する。
【００９６】
　図９には本発明が適用された第７実施形態に係る車両用空力制御装置が示されている。
図９（Ａ）に示すように、車体１０にはロータ１２に代えて、車幅方向に複数延設された
シャフト１３Ｒに巻き掛けられ車体前後方向に駆動されるベルト１３が設けられている。
【００９７】
　図９（Ｂ）に示すように、ベルト１３は車幅方向に延設され図示しない駆動手段で回転
駆動される複数のシャフト１３Ｒに巻き掛けられ、矢印２０Ｒのように車体前後方向に駆
動される。あるいはシャフト１３Ｒは従動ローラとされ、ベルト１３の外周面をプーリー
などで駆動する方式とされていてもよい。
【００９８】
　あるいはシャフト１３Ｒが車体上下方向に延設され、複数のシャフト１３Ｒにベルト１
３が巻き掛けられる構成であってもよい。
【００９９】
　この構成とすることで、シャフト１３Ｒが矢印２０のように回転するとき、ベルト１３
は矢印２０Ｒのように搬送駆動されるので、ベルト１３の外周面１３Ｂと走行風との間で
マグナス効果が発生し、車体１０に対してダウンフォース２４を発生させることができる
。あるいはシャフト１３Ｒを車体上下方向に延設することで、第５実施形態または第６実
施形態と同等の効果を得ることができる。この構成ではロータ１２を用いる構成に比較し
て、外周面１３Ｂの面積をロータ１２の表面積よりも大きく取りやすいため、より効果の
高い空力性能を期待できる。また曲面に沿わせるなど、形状の自由度も大きくすることが
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できる。
【０１００】
　図１０には本発明が適用された第８実施形態に係る車両用空力制御装置が示されている
。図１０に示すように、ロータ１２（あるいはロータ１１２）の車体前方、車体後方の少
なくとも一方に整流部材１５が設けられ、ロータ１２（あるいはロータ１１２）を車体前
方または車体後方からの正面視でカバーしている。
【０１０１】
　この構成とすることで、ロータ１２（あるいはロータ１１２）において空力的効果の発
生する車体上下方向（または車幅方向）の面はそのまま走行風２２に接触する一方、車体
前方に設けられた整流部材１５Ｆは走行風２２に対する空気抵抗を低減し、車体後方に設
けられた整流部材１５Ｒはロータ１２（あるいはロータ１１２）の車体後方で発生する伴
流の影響を小さく抑えることができる。
【０１０２】
　これにより整流部材１５Ｆ、１５Ｒはそれぞれロータ１２（あるいはロータ１１２）の
空気抵抗を低減させることができ、走行に要するエネルギーの節約および風切り音の低減
などの効果を得ることができる。
【０１０３】
　また、フロントエアダムやリアスポイラーなど既に車体意匠の一部となっている空力部
材にロータ１２（あるいはロータ１１２）を内蔵させることができるので、より車体１０
の意匠に高い自由度と、より高い空力性能をもたせることができる。
【０１０４】
　図１１には本発明が適用された第９実施形態に係る車両用空力制御装置が示されている
。図１１に示すように、車体１０にはロータ１２（あるいはベルト１３）の形状に合わせ
た凹部１７が設けられ、ロータ１２（あるいはベルト１３）は凹部１７に嵌り込むことで
、車体１０の車体上下方向（あるいは車幅方向、車体前後方向も含む）外側にロータ１２
（あるいはベルト１３）が突出する量を低減させる構成とされている。
【０１０５】
　この構成とすることで、車体１０から外側へロータ１２が突出する量を少なくすること
ができ、意匠や車体寸法の点で自由度を高めることができる。
【０１０６】
　以上、実施形態を挙げて本発明の実施の形態を説明したが、これらの実施形態は一例で
あり、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できる。また、本発明の権利範囲がこ
れらの実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様で実
施し得ることは言うまでもない。
【０１０７】
　すなわち、上記実施形態では車体１０の外部表面を例に挙げたが、これに限定せず他の
構成であっても本発明を適用することができる。例えばエアインテークからのエンジン冷
却風流路やブレーキダクト内面などの空力に関しても本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る車両用空力制御装置のロータを示す斜視図および車
両の側面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る車両用空力制御装置のロータを示す断面図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る車両用空力制御装置の作用効果を示す正面図、側面
図およびフロー図である。
【図４】本発明の第３実施形態に係る車両用空力制御装置の構造と作用効果を示すフロー
図と側面図である。
【図５】本発明の第４実施形態に係る車両用空力制御装置の構造と作用効果を示すフロー
図と側面図である。
【図６】本発明の第５実施形態に係る車両用空力制御装置の構造と作用効果を示すフロー
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【図７】本発明の第５実施形態に係る車両用空力制御装置の構造と作用効果を示すフロー
図と平面図である。
【図８】本発明の第６実施形態に係る車両用空力制御装置の構造と作用効果を示すフロー
図と平面図である。
【図９】本発明の第７実施形態に係る車両用空力制御装置の構造と作用効果を示す側面図
と斜視図である。
【図１０】本発明の第８実施形態に係る車両用空力制御装置のロータを示す斜視図である
。
【図１１】本発明の第９実施形態に係る車両用空力制御装置の構造と作用効果を示す側面
図である。
【符号の説明】
【０１０９】
１０   車体
１１Ｆ 前輪
１２   ロータ
１２Ｃ 軸
１３Ｒ シャフト
１３   ベルト
１４   突起
１５   整流部材
１６   連結手段
１７   凹部
１８   空隙
２２Ａ 走行風
２２Ｂ 走行風
２４   ダウンフォース
２６   揚力
１１２ ロータ
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